
②冬のバードウォッチング
　三隈川に飛来するカモ類など、冬の渡り鳥を中心に観察します。

●博物館イベント情報
①「大山町の自然」展を開催します
　郷土日田の自然調査会の調査活動で明らかとなった大山町の豊かな自然をご紹介します。

●ひとり親世帯臨時特別給付金の申請はお済みですか？

▼とき
　１月30日㈯～３月28日㈰　午前９時～午後５時
※月曜日は休館。

▼ところ　博物館企画展示室　

▼入館料　無料
※本事業は市民サービス協同事業として実施するものです。

問博物館☎㉒５３９４（アオーゼ内）

▼とき　２月14日㈰　午前８時～正午

▼ところ　亀山公園

▼集合場所　亀山公園駐車場

▼募集数　20人（先着順）

▼参加費　無料

▼申込方法　下記に電話で申込み
※当日は自宅で検温し、体調をチェックしてご参加ください。
※マスクを着用するなど、各自で感染予防対策をお願いし
ます。また、十分な防寒対策をお願いします。

１.基本給付
①令和２年６月分の児童扶養手当の支給を受けている人
※支給済みです。
②公的年金給付等を受けていることによって児童扶養手
当の支給を受けていない人

※児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る。
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
し、直近の収入が児童扶養手当の対象となる水準に下
がった人
２.追加給付
　上記①・②の支給対象者のうち、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少して
いるとの申し出があった人

　新型コロナウイルス感染症の影響によって収入が減少したひとり親世帯への支援として、臨時特別給付金の申請を
受け付けています。「基本給付」と「追加給付」がありますが、支給基準や申請方法、必要書類がそれぞれ異なりま
すので、内容を確認し手続きを行ってください。
※既に申請をした人、給付を受けた人は申請できません。

問こども未来課家庭支援係☎㉒８２９２（市役所１階）

３.基本給付の再支給
　まだ基本給付を申請していない人は、「基本給付の再
支給」を併せて申請することで支給が受けられます。

※令和２年12月11日時点ですでに１回目の基本給付の支給を
受けている、又は申請をしている人は再支給済みです。

▼給付額
１・３.基本給付
　一世帯５万円、第２子以降一人につき３万円
２.追加給付　
　一世帯５万円

▼申請期限　２月28日㈰（必着）
▼申請場所　こども未来課家庭支援係（市役所１階）

※詳細は下記にお問い合わせください。

令和２年７月豪雨災害日田市復旧・復興推進計画（案）ーパブリックコメントー
上記計画（案）を公開していますので、ご意見をお寄せください。
■閲覧場所　市ホームページ、市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、
　各地区公民館（各振興局・振興センター管内を除く10か所）、下記担当課
■意見の提出方法　住所・氏名を記入の上、市ホームページ、郵便、ファックス、持参のいずれかで提出
■意見の提出先　市役所３日以内窓口、各振興局・振興センター、下記担当課
■募集期間　１月18日㈪～２月16日㈫
問〒８７７-８６０１（住所記載不要）地方創生推進課創生推進係（市役所６階）　☎㉒８２２３ 　㉒８２５０
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問文化財保護課文化財管理係・町並み保存係
　☎㉔７１７１（市役所別館２階）

●１月26日は「文化財防火デー」
　昭和24年1月26日に法隆寺金堂壁画が焼損したことを教訓とし、この日は「文化財防火デー」と定められていま
す。文化庁・全国の自治体等では、この日に合わせて、文化財防火運動を展開しています。
　貴重な文化財を守るため、下記の日程で防火訓練を行います。近隣住民の皆様のご理解をお願いします。

【昨年の防火訓練の様子】

※今年度は、新型コロナウイルス感染症の影響によって規模を縮
小して実施します。

●親と子の就職支援セミナー

問商工労政課雇用・労働環境係☎㉒８２３９（市役所３階）

　就職したけれどすぐに辞めてしまった。就職したいが不安がある。就職するためには何をすればよいか分からない。そ
んな不安をお持ちの人や、その家族を対象に就職セミナーを開催します。1人でも参加できますので、お気軽にお問い合
わせください。

▼とき
　１月22日㈮　午後１時30分～３時30分

▼ところ
　市役所７階　中会議室　

▼参加費　無料

▼募集数
　20人（予約優先）

▼申込方法　ジョブカフェおおいた日田サテライトに
電話又はメールで申込み

▼申込先
　ジョブカフェおおいた日田サテライト
　☎㉓６８９８
　　jobcafe-oita-hita@sage.ocn.ne.jp

●新婚さんの新生活を応援します！
　若者の結婚に伴う経済的負担を軽減するため、住居費用を補助します。

▼対象
・令和２年１月１日から令和３年３月31日までに婚姻
届が受理されていること
・婚姻届提出時における夫婦双方の年齢が34歳以下で
あること
・夫婦の前年中の合計所得が340万円以下であること
※申請時点で無職の場合は０円で計算します。
※その他にも条件があります。詳細は市ホーム
　ページ又は右記二次元コードをご覧ください。

▼補助額　最大 30 万円

▼対象費用
①新規の住宅賃貸費用（賃料、敷金、礼金、共益費、仲
介手数料）
②新規の住宅取得費用
③結婚に伴う引越し費用（引越業者に支払ったもの）
※令和２年１月１日～令和３年３月31日に支払った費用。
※必ず、事前に下記までご相談ください。

問ひた暮らし推進室移住促進係☎㉒８３８３（市役所６階）

今年度申請期限

３月１日㈪

▼とき・ところ　
　①１月26日㈫　午前10時～
　　日田市立郷土史料館（北友田１丁目 岳林寺内）
　②１月26日㈫　午前11時～
　　豆田まちづくり歴史交流館広場

▼内容
　①初期消火の流れや持出物の確認、水消火器による訓練
　②防災連絡網の確認や屋外消火栓の巡回点検
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